
新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認してください。
また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

都市計画の変更に関する案の縦覧
  久喜都市計画都市計画区域の整
備・開発および保全の方針、久喜
都市計画区域区分

◆縦覧
  ２月10日㈮～24日㈮ ８時30分～
17時15分　※土・日曜日、祝日を除く
  都市計画課、県都市計画課、埼
玉県杉戸県土整備事務所

※ 県都市計画課ホームページ（https://
www.pref.saitama.lg.jp/a1102/
toshikeikakunosintyoku/index.
html）でもご覧になれます。
◆意見書の提出

  市内に住所を有する個人または法
人、利害関係人

  ２月24日㈮ 17時15分までに県電
子申請、または意見書を直接もしく
は郵送で都市計画課、県都市計画
課、埼玉県杉戸県土整備事務所へ
  都市計画課計画・堤防対策係（内
線4664）／県都市計画課　☎
048-830-5341

令和５年度交通災害共済
加入申し込み

　皆さんが会費を出し合い、交通事
故によって死傷した場合に、見舞金
を支払う相互扶助制度です。

   ２月１日㈬から、交通企画課、各
総合支所総務管理課、市内郵便局
で受付を開始します。加入申込書
等は上記窓口にご用意しています。

  交通企画課交通安全係（内線2634）

令和４年度定期監査の結果
　令和４年４月１日～９月30日の一
般会計、特別会計、水道事業会計お
よび下水道事業会計に関する事務に
ついて、定期監査を実施しました。

  庶務課、人事課、財政課、収納
課、国民健康保険課、農業振興
課、久喜ブランド推進課、生活支
援課、高齢者福祉課、健康医療課、
スポーツ振興課、建設管理課、都
市計画課、建築審査課、菖蒲総
務管理課、上下水道経営課、水
道施設課、下水道施設課、選挙
管理委員会事務局、公平委員会、
農業委員会事務局、学務課、指
導課、清久小学校、菖蒲東小学校、
東鷲宮小学校、鷲宮西中学校

監�査の結果　歳入・歳出予算の執行
および契約の状況について、関係
法令・規則等に基づき、適正に執
行されていることを確認しました。
監査委員　菊

き く ち

地雅
まさゆき

之、上
かみじょう

條哲
あきひろ

弘
  監査委員事務局（内線5502）

敬老祝金商品券の使用期限は
２月28日㈫です

　令和４年９月に対象者（令和４年度
に満88歳・満99歳・満100歳以上に
なる方）に郵送した敬老祝金商品券の
使用期限が近付いています。期限後は
使用できませんので、ご注意ください。

  社会福祉課社会福祉係（内線
3237）／各総合支所社会福祉係
（  106／  236／  141）

車検証の電子化に伴う各種申請
　国では車検証の電子化に伴い、電
子車検証（A6サイズ）への切り替え
を行っています。障がいのある方へ
の自動車燃料費利用券（ガソリン券）
や、有料道路障害者割引制度の申請
の際には、電子車検証では所有者の
住所・氏名等の確認ができないこと
から、「自動車検査証記録事項」か電
子車検証を読み取ったスマートフォ
ンの画面の提示をお願いします。

  障がい者福祉課障がい者福祉係
（内線3246）

マイナンバーカードでマイナポイント
申し込み支援窓口のご案内

　マイナポイントの対象となるカード
の申請期限は令和５年２月末です。

※第３土曜日の次の日曜日を除く
  マイナンバーカード、利用者証明用電
子証明書パスワード（数字４桁）、対
象のキャッシュレス決済サービスの
決済サービスID、セキュリティコード

　  【公金受取口座の登録を希望する
方】本人名義の預貯金口座、券面
事項入力補助用パスワード

※ 詳細は、総務省ホームペ
ージをご覧ください。
  マイナンバー総合フリ
ーダイヤル　☎0120-95-0178

（全日９時30分～ 20時）

地区 場所 日程

久喜 国民健康保険課
横カウンター

月～金曜日、
日曜日※

菖蒲
市民係（総合窓口）

カウンター

火・木曜日
栗橋 火・金曜日
鷲宮 月・木曜日

久喜市人権施策推進指針（案）
概�要　令和５年度～令和14年度に取

り組むべき人権教育・啓発の基本
的な方向を示すための指針です。
意�見提出期間　２月８日㈬～３月９

日㈭（必着）
意�見提出できる方　①市内在住・在

勤・在学者　②市内で事業を営み
または活動する方　③市に対して
納税義務を有する方　④案件に利
害関係を有する方
指�針の閲覧　市ホームページおよび

市内各公共施設の市民参加コーナ
ーで、２月８日㈬から閲覧できます。
   意見書（市民参加コーナー、市
ホームページで配布）を、電子申
請・直接または郵送・FAX・メー
ルで、人権推進課人権推進係（〒
346-8501／ 22-
3319／ jinken@
city.kuki.lg.jp／内線
2323・2321）へ

18歳～29歳の投票立会人
　投票立会人登録名簿の中から、選
挙の都度、選任しますので、ぜひご
登録ください。

  投票日の６時30分～20時
  市内投票所　

報酬　日額10,900円
  住所・氏

ふりがな

名・生年月日・電話番号
　を明記の上、直接または電話・FAX・
　 メールで、市選挙管理委員会事務
　 局（内線2247／ 22-3319／

senkan@city.kuki.lg.jp）へ

元気に楽しく！！「彩愛クラブ」
　彩愛クラブとは、各地域を基盤と
する高齢者による自主的な組織です。
仲間づくりを通して、生きがいと健
康づくり、生活を豊かにする楽しい
活動を行っています。

  地域のための社会貢献活動、健康
教室、各種レクリエーションなど
  おおむね60歳以上の市内在住者 

入�会方法　お近くのクラブを紹介
しますので、社会福祉課（内線
3237）または各総合支所社会
福祉係（  141／  236／  
140）にお問い合わせください。

募 集

外国人の人権
　本市の外国籍市民数は、令和４年12月１日現在で3,433人と、市人口の約
2.3％を占めています。５年前の外国籍市民数と比べ約1.3倍に増加し、その
国籍はおよそ55カ国にもなります。日常生活の中で外国籍市民の方々と接す
る機会が増えてきた、と感じている方も多いのではないでしょうか。
　外国籍市民の方々が、地域で暮らしていく中で、人種や言語、文化、宗教、
生活習慣などの違いからくる偏見や誤解などにより、人権に関わるさまざま
な問題にぶつかることがあります。日本での生活ルールやマナーが分からず、
また、日本語が得意でない方もいるため、コミュニケーションで誤解を招く
こともあり、それらが原因で近隣住民とトラブルになっているケースもある
ようです。
　これらの問題を解決するためには、外国人だから日本人だからではなく、
同じ地域で暮らす一員として、お互いを理解し合い、認め合い、助け合うこ
とが重要です。相手の立場や状況を考え、その人自身を知ろうとすることが、
人権の尊重につながります。
　また、外国人が日本人と同じように安心して暮らせるまちづくりが求めら
れています。本市では、外国籍市民が暮らしやすい環境づくりのひとつとし
て、日本語が得意でない市内の外国籍市民を対象に日本語教室を開催し、基
礎的な日本語学習の支援などを行っています。また、「広報くき」を９カ国語
に翻訳するアプリを導入するなど、多言語での生活情報の提供にも取り組ん
でいます。
　まずは、万国共通の「笑顔」で、あいさつなど気軽なコミュニケーション
から始めてみませんか。

  市民生活課自治振興係（内線2622）

愛の泉
～善意をありがとうございます～
★保健福祉のために
・影

かげちか

近正
ま さ お

雄さん 金   100,000円
・㈱向

むこうやま

山工場 金 1,000,000円

マイナンバーカードマイナンバーカード
出張申請サポート実施中！出張申請サポート実施中！

詳細は、広報くき12月号をご覧ください。
  市民課（総合窓口）市民・パスポート
係（内線2667）
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 菖蒲総合支所　  栗橋総合支所　  鷲宮総合支所
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※郵便番号のみが記載されている場合は、所在地記入不要です。
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